
様式９ 

 

 

個人情報取扱特記事項（地区民児協用） 

 

 

避難行動要支援者名簿（以下「名簿」という。）に係る個人情報については次のとおり取り扱

うものとする。 

 

  （基本事項） 

第１ 乙及び乙に所属する民生児童委員は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利

益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

 

  （秘密の保持） 

第２ 乙及び乙に所属する民生児童委員は、名簿において知り得た情報を正当な理由なく外部

に提供してはならない。 

２ 前項の規定は、乙に属する民生児童委員が、乙を離脱した場合においても同様とする。 

   

（目的外利用の禁止） 

第３ 乙及び乙に所属する民生児童委員は、名簿において知り得た個人情報を正当な理由なく

目的外に利用してはならない。 

 

  （複写及び複製の制限） 

第４ 乙及び乙に所属する民生児童委員は、原則、名簿を複写及び複製してはならない。避難

支援等に関連し、やむを得ず名簿を複写及び複製しなければならない場合は、必要最低限

にとどめるものとする。 

 

  （提供名簿の返還） 

第５ 乙及び乙に所属する民生児童委員は、甲の求めあるときは、速やかに名簿を返還するこ

と。 

  

  （個人情報の管理） 

第６ 個人情報の適切な管理のため、乙の会長は、乙に所属する民生児童委員に名簿を渡す際

に、個人情報の適切な取扱いを確保するための措置を講じなければならない。 


